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は じ め に 

 
いじめは､いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著し

く侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を

与えるのみならず、生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそ

れがあるものです。そしてその対策は、全ての子どもたちの健全

な成長を図り、安心して生活を送ることができるよう積極的かつ

予防的に行うべきものであります。 

この前提のもと、いじめは「人として決して許されない行為」

であり「どの子どもにも、どの学校でも起こり得るもの」との認

識の下、教育委員会・家庭･地域･関係機関等が一丸となって､いじ

め防止の対策を進めてまいりました。 

その結果、いじめの認知件数が大幅に増加していることに

つきましては、積極的な認知が進み、教職員の目が行き届い

ている証として評価される一方で、残念ながら「いじめの重

大事態」が全国的に増加傾向にあることにつきましては、大

変憂慮すべき状況であります。 

こうした現状を踏まえ、いじめに対する認識のズレを解消す

ること、いじめについての情報を共有化し、組織的な対応を徹底

することなど、これまでの対応に加え、子どもたちの変化及び急

激なデジタル化の進展に伴う児童生徒を取り巻く社会環境の変

化への理解力を高め、安心・安全で楽しく通うことができる学校

づくりをすることなど、法の趣旨及び法に基づく対応をＰＴＡ

や地域・関係機関等に周知することにより実効的な取組を実施す

ることで、重大事態に至らないよう、早期発見・早期解決への対

応をいかに行うかが最重要課題であります。そこで、県の「徳島

県いじめの防止等のための基本的な方針」（令和７年２月改定）の

内容を踏まえ、「鳴門市いじめ防止基本方針」を部分改定し、全教

職員一丸となって取り組んでまいります。 

 

令和７年１２月  

鳴門市教育委員会 教育長 阿部 孝弘 
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１ 鳴門市いじめ防止基本方針策定の目的 

 

「鳴門市いじめ防止基本方針」（以下「市基本方針」という。）は、「いじめ防止対策推進

法」（平成２５年法律第７１号。以下「法」という。）の施行を受けて、児童生徒の尊厳を保持

するため、いじめの防止等のための対策に関し、国及び地方公共団体、学校、地域住民、家

庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して、鳴門市におけるい

じめ防止等の対策を総合的かつ効果的な推進のために策定するものである。なお、「市基本

方針」における「学校」については鳴門市内の小学校、中学校とする。 

 
 

２ いじめの定義 

 

「いじめ防止対策推進法」 

（定義） 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

２ この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条

に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援

学校（幼稚部を除く。）をいう。 

３ この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。 

４ この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を行う者のないときは、

未成年後見人）をいう。 

 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめ

られた児童生徒の立場に立つ必要がある。 

この際、いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当するか

否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されるこ

とのないよう努めることが必要である。例えば、いじめられていても、本人がそれを否定す

る場合が多々あることを踏まえ、当該児童生徒の表情や様子をきめ細かく観察するなど

して確認する必要がある。また、特定の時間や場所のみに観察を行うのではなく、あらゆ

る機会にあらゆる場所において観察することも重要である。 

ただし、このことは、いじめられた児童生徒の主観を確認する際に、行為の起こったとき

のいじめられた児童生徒本人や周辺の状況等を客観的に確認することを排除するもので

はない。なお、いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、法第２２条の学校いじ

め対策組織を活用して行う。 

「一定の人間関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児童生徒や、塾
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やスポーツクラブ等、当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グループ）など当該児童生

徒と何らかの人的関係を指す。また、「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたか

られたり、隠されたり、いやなことを無理矢理やらされることなどを意味する。けんかやふ

ざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の

調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものと

する。なお、例えばインターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、当該児童生徒が

そのことを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦痛

を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児童生徒に対する指導等

については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。 

加えて、いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、そ

の全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行った行為が意図せ

ずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合、軽い言葉で相手を

傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築くことが

できた場合等においては、学校は、「いじめ」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応

による対処も可能である。ただし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当す

るため、事案を法第２２条の学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要となる。 

 

具体的ないじめの態様は、以下のようなものがある。 

① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる。 

② 仲間はずれ、集団による無視をされる。 

③ 軽くぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする。 

⑤ 金品をたかられる。 

⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする。 

⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする。 

⑧ パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる。 等 
 

 
これらの「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、早期に警察

に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるよう

な、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては、教育的な配慮

や被害児童生徒の意向への配慮の上で、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応

を取ることが必要である。 

 

 

３ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

 

いじめは、全ての児童生徒に関する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての児童生徒が

安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず、い

じめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 
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また、全ての児童生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、

いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許

されない行為であることについて、児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨とし

なければならない。加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた児童生徒の生命･心

身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、国、地方公共団体、学校、地域住民、

家庭その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければな

らない。 
 
 

４ いじめ防止等に関する基本的な考え方 

 

（１）いじめの防止 

いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることを踏まえ、より根本的ない

じめの問題克服のためには、事案発生後の困難課題対応的生徒指導から、全ての児童生

徒を対象とする、発達支持的生徒指導及び課題予防的生徒指導への転換が重要であり、

全ての児童生徒をいじめに向かわせることなく、心の通う対人関係を構築できる社会性

のある大人へと育み、いじめを生まない土壌をつくるために、関係者が一体となった継

続的な取組が必要である。 

このため、学校の教育活動全体を通じ、全ての児童生徒に「いじめは決して許されな

い」ことの理解を促し、児童生徒の豊かな情操や道徳心、自分の存在と他人の存在を等

しく認め、お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通う人間関係を構築する能力の

素地を養うことが必要である。また、いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し、

その改善を図り、ストレスに適切に対処できる力を育む観点も必要であるとともに、全

ての児童生徒が安心でき、自己有用感や充実感が感じられる学校生活づくりも未然防止

の観点から重要である。 

また、これらに加え、いじめの問題への取組の重要性について市民全体に認識を広め、

地域、家庭と一体となって取組を推進するための普及啓発が必要である。 

 
 

【具体的な取組例】 

① 児童生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う人間関係を構築する能力の素地

を養うことが、いじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳

教育及び体験活動等の充実を図る。 

② いじめを生まない土壌をつくるため、全ての人の人権が尊重される社会の実現に

向けて、市内全ての保・幼・小・中の連携の下に実践的な研究を深め、人権教育の

充実・発展を図る取組を進める。 

③ いじめの防止等のための対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教職員 

研修の充実を図り、教職員の資質能力の向上を図る。 

④ いじめの問題の重大性を全教職員が認識し、校長を中心に一致協力体制を確立し 

実践に当たるとともに、地域や家庭との連携を積極的に図る。 
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⑤ 鳴門教育大学の専門的な知見を活用し、児童生徒の対人関係能力の向上や自己有

用感及び他者を思いやる心等の育成を目的とした「予防教育」等に取り組む。 

⑥ いじめの根絶に向けた子どもたちの主体的な取組を促進する。 

⑦ 情報化社会の発展により、インターネットやスマートフォン、生成 AI 等の普及

が急速に進む中で、それらの正しい利用方法や危険性について理解させるための

「スマホ・ネット安全教室」を実施したり、啓発パンフレット等を配布したりする

ことにより児童生徒の情報モラル教育の充実を図るなど、インターネットを通じて

行われるいじめに対処する取組を進める。あわせて、保護者に対しても、いじめの

温床の中にはインターネット上のいじめもあることについての広報や啓発に取り

組む。 

⑧ いじめが児童生徒の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめ

に関する相談体制等についての広報や啓発に取り組む。 

⑨ 授業のあり方を見直し、グループ学習等を通して、伝え合いの場面を積極的に設 

ける協働的な学びを取り入れること等により、コミュニケーション能力や人間関係 

が育つ授業の工夫・改善を図る。  

 

 

（２）いじめの早期発見 

いじめの早期発見は、いじめへの迅速な対処の前提であり、全ての大人が連携し、児

童生徒のささいな変化に気付く力を高めることが必要である。このため、いじめは大人

の目に付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って行われたりする

など、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し、ささいな兆候であ

っても、いじめではないかとの疑いを持って、早い段階から的確に関わりを持ち、いじ

めを隠したり軽視したりすることがなく積極的にいじめを認知することが必要である。 

いじめの早期発見のため、学校や学校の設置者は、定期的なアンケート調査や教育相

談の実施、子どもの SOS 相談窓口を集約して周知する等、児童生徒がいじめを訴えやす

い体制を整えるとともに、地域、家庭と連携して児童生徒を見守ることが必要である。 

 

【具体的な取組例】 

① 教職員が児童生徒の悩みや心配事を受け取るには、全人格的な接し方を心がけ、日

頃から児童生徒と深い信頼関係を築くように努める。 

② いじめの疑いがある情報を教職員が把握した場合の手順など、組織的に情報を集約

化するための基本的なルールを策定する。 

③ 児童生徒の生活実態のきめ細かな把握に努めるとともに、いじめを見つけるための 

積極的な取り組みを行う。また、いじめの把握に当たっては、スクールカウンセラーや 
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養護教諭など学校内の相談機能の充実に努める。 

④ 児童生徒の日常の観察はもちろんであるが、時間的･場所的環境にも配慮し観察を
行う。 

⑤ 教育委員会が行っているアンケート調査の他、学校独自のアンケート調査の実施、

また、児童生徒と面談等を適宜行い、学校としてのいじめの実態把握・早期発見の

ための取組を実施する。 

 

（３）いじめへの対処 

いじめがあることが認知された場合、学校は直ちに、いじめを受けた児童生徒やいじ

めを知らせてきた児童生徒の安全を確保し詳細を確認した上で、いじめたとされる児童

生徒に対して事情を確認し適切に指導する等、組織的な対応を行うことが必要である。

また、家庭や教育委員会への連絡・相談や、事案に応じ関係機関との連携が必要である。 

このため、教職員は平素より、いじめを把握した場合の対処の在り方について、理解

を深めておくことが必要であり、また、学校における組織的な対応を可能にするような

体制整備が必要である。 

 

【具体的な取組例】 

① 校内委員会を設置し、いじめが生じた際には、学級担任・部活動の顧問等特定

の教員が抱え込むことなく、学校全体で対応することが重要である。学校内におい

ては、校長のリーダーシップの下、教職員間の綿密な情報交換や共通理解を図り、

一致協力して対応する体制で臨む。 

② 事実関係の究明に当たっては、当事者だけでなく、保護者や友人等からの情報

収集を通じ、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う。なお、把握した児童生徒の個

人情報については、その取扱いに十分留意する。 

③ いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならない。学

校においていじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、

適切な連携を図り、保護者からの訴えを受けた場合にはまずは傾聴し、その上で関

係者全員で解決に向けて取り組む。 

④ 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、家

庭や地域へ積極的に公表し、保護者や地域住民の理解を得られるように努める。実

際にいじめが生じた際には、個人情報の取り扱いに留意しつつ、正確な情報提供を

行うことにより、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠

蔽することが決してないようにする。 

 

（４）地域や家庭との連携について 

社会全体で児童生徒を見守り、健やかな成長を促すため、学校関係者と地域、家庭と

の連携が必要である。例えばＰＴＡや地域の自治振興会、子どもたちと関わる各種団体

等と学校関係者が、いじめの問題について協議する機会を設けたり、コミュニティスク
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ール（学校運営協議会制度）や学校評議員制度等を活用したりするなど、いじめの問題

について地域、家庭と連携した対策を推進することが必要である。 

また、より多くの大人が子どもの悩みや相談を受け止めることができるようにするた

め、学校と地域、家庭が組織的に連携・協働する体制を構築する。 

 

【具体的な取組例】 

① ＰＴＡとの共催により、ＰＴＡ総会時や参観授業等の機会に、いじめの問題に関

する研修会等を開催する。 

② 学校運営協議会や学校評議員会開催時に学校のいじめの問題に対する取組姿勢

を説明し、地域への啓発等に協力を依頼する。 

③ 学校における人権集会や人権問題意見発表会、鳴門市人権教育研究大会に地域住

民や保護者に参加を呼びかけ、地域や家庭の人権意識の高揚を図る。 

④ 「学校いじめ防止基本方針」などについて、学校だよりや学校ウェブサイト等で

紹介することを通していじめの問題の重要性の認識を深めるとともに、家庭との連

携を密にする。 

 

（５）関係機関との連携について 

いじめの問題への対応においては、例えば、学校や教育委員会においていじめる児童

生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な

効果を上げることが困難な場合などには、関係機関（警察、児童相談所、医療機関、法

務局等の人権擁護機関、都道府県私立学校主管部局等を想定）との適切な連携が必要で

あり、平素から、学校や学校の設置者と関係機関の担当者の窓口交換や連絡会議の開催

など、情報共有体制を構築しておくことが必要である。 

例えば、教育相談の実施に当たり必要に応じて、医療機関などの専門機関との連携を

図ったり、法務局など、学校以外の相談窓口についても児童生徒へ適切に周知したりす

るなど、学校や学校の設置者が、関係機関による取組と連携することも重要である。 

 

【具体的な取り組み例】 

① 校区内の青少年補導員連絡協議会や家庭児童相談員、警察署、交番、駐在所、公

民館との連絡体制の構築や情報交換を定期的に行う。 

② 警察と情報共有体制を構築し、緊密な連携の下、児童生徒のいじめの問題等、問

題行動への対応を図る。 

③ 徳島県教育委員会が実施している「学校問題解決支援事業」や「子ども CRT派遣

事業」、「スクールプロフェッサーの派遣事業」等、より高度で専門的な知識を有す

る専門家派遣事業を活用する。 
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④ 鳴門教育大学と連携を図り、いじめ防止支援機構や生徒指導支援センター等を

活用する。 

 

 

（６）学校評価の留意点、教員評価の留意点 

学校評価において、いじめの問題を取り扱うに当たっては、学校評価の目的を踏まえ、

いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児童生徒理解、未然防止や

早期発見、いじめが発生した際の迅速かつ適切な情報共有や組織的な対応等が評価され

ることを教職員に周知徹底するとともに、児童生徒や地域の状況を十分踏まえて目標を

立て、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価し、評価結果を踏まえてその改

善に取り組むようにしなければならない。したがって市教育委員会は、学校いじめ防止

基本方針に基づく取組（いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくり、早期発見･

事案対処のマニュアルの実行、定期的･必要に応じたアンケート、個人面談･保護者面談

の実施、校内研修の実施等）の実施状況を学校評価の評価項目に位置付けるよう、各学校

に対して必要な指導・助言を行う。 

教員評価において、学校におけるいじめ防止等の対策の取組状況を積極的に評価する

よう促すことも重要である。その際、市教育委員会は、教員評価においていじめの問題

を取り扱うに当たり、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、日常の児

童生徒理解、未然防止や早期発見、またいじめが発生した際に問題を隠さず、迅速かつ適

切に対応すること、組織的な取組等を評価するよう、実施要領の策定や評価記録書の作

成、各学校における教員評価への必要な指導・助言を行う。 

 

５ いじめ防止等のために鳴門市が実施する施策 

（１）「鳴門市いじめ防止基本方針」の策定 

本市におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、本市

の実情に応じ、「鳴門市いじめ防止基本方針」（以下「市基本方針」という。）を定める。 

 

（２）「鳴門市青少年センター運営協議会」の活用 

法第１４条第１項では、条例の定めるところにより、いじめ問題対策連絡協議会を

設置できる旨が定められているが、文部科学省によると、法律に先行して関係機関間

の連携のための会議を開催してきた地域については、必ずしも条例を根拠としなくて

も、法律の趣旨と同様の会議を開催することは可能であり、会議の名称も必ずしも「いじ

め問題対策連絡協議会」とする必要はないとされており、構成員についても、地域の実

情に応じ決定することとされている。 

本市では、「鳴門市青少年センター運営協議会」において、法律に先行して、青少年育

成関係機関、その他の団体との相互の協力のもとに、いじめの問題への対策をはじめと

する課題について解決を図り、心身ともに健全な青少年を育成することを目的とし、連
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携しながら対策を行っている。 

このようなことから本市においては「鳴門市青少年センター運営協議会」を活用する。 

 

（３）教育委員会内の「鳴門市いじめ問題等対策委員会」の設置 

本市のいじめの問題への対策の中核として、鳴門市教育委員会に「鳴門市いじめ問題

等対策委員会」を設置する。当該委員会は、法第１４条第３項の規定に基づく附属機関

として、いじめの防止等の対策を実効的に行うものとする。 

また、法第２８条第１項に規定する重大事態に係る調査を教育委員会が行う必要が生じ

た場合に調査を行う。なお、法第２８条第１項に規定する当該委員会の委員は、いじめ

事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者をもって構成し、

公平性・中立性を確保する。 

 

「いじめ防止対策推進法」 

（いじめ問題対策連絡協議会） 

第１４条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図

るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局

又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対

策連絡協議会を置くことができる。 

２ 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ

問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携

が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に

活用されるよう当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会と

の連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 前２項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連

携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のた

めの対策を実効的に行うようにするため、必要があるときは教育委員会に附属

機関として必要な組織を置くことができるものとする。 

 

※ 重大事態とは 

「いじめ防止対策推進法」 

第５章 重大事態への対処 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以

下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止

に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設

け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確に

するための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被

害が生じた疑いがあると認めるとき。 
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二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること

を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったとき

は、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係

る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、

同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及

び支援を行うものとする。 

 

 

６ いじめの防止等のために学校が実施する施策 

 

（１）学校いじめ防止基本方針の策定 

 

「いじめ防止対策推進法」 

（学校いじめ防止基本方針） 

第１３条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、そ

の学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本

的な方針を定めるものとする。 

 

 

学校においては、学校の実情に応じ、いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を

学校いじめ防止基本方針として策定し、体系的・計画的に、いじめの防止・早期発見等に取り組

む。 

また、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付

ける。学校いじめ防止基本方針において、いじめの防止等のための取組（いじめが起きにくい･

いじめを許さない環境づくりに係る取組、早期発見・事案対処のマニュアルの実行、定期的･

必要に応じたアンケート、個別面談･保護者面談の実施、校内研修の実施等）に係る達成目標

を設定し、学校評価において目標の達成状況を評価する。学校は、評価結果を踏まえ、学校に

おけるいじめの防止等のための取組の改善を図る必要がある。 

さらに、策定した学校いじめ防止基本方針については、学校ホームページへの掲載その

他の方法により､保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認でき

るような措置を講ずるとともに、その内容を、必ず入学時･各年度の開始時に児童生徒、保護

者、関係機関等に説明する。 

 

（２）学校におけるいじめの防止等の対策のための組織の設置 
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「いじめ防止対策推進法」 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第２２条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行

うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する

者その他の関係者により構成される、いじめの防止等の対策のための組織を置く

ものとする。 

 

法第２２条は学校におけるいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する

措置を実効的に行うため、組織的な対応を行う中核となる常設の組織を置くことを明示的に規

定したものであるが、これは、いじめについては、特定の教職員で問題を抱え込まず学校が組

織的に対応することにより、複数の目による状況の見立てが可能になること、また、必要に応

じて、心理や福祉の専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー、弁護

士、医師、警察官経験者など外部専門家等が参加しながら対応することなどにより、より実効

的ないじめ問題の解決に資することが期待されることから、規定されたものである。 

また、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画（学校いじめ防止プ

ログラム等）の作成や実施に当たっては、保護者や児童生徒の代表、地域住民などの参加を図

ることが考えられる。学校いじめ対策組織は、学校が組織的かつ実効的にいじめの問題に取り

組むに当たって中核となる役割を担う。 

 
 

 

【具体的な取組例】 

① 学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検

証・修正の中核としての役割。 

② いじめの相談・通報の窓口としての役割。 

③ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共

有を行う役割。 

④ いじめの疑いに係る情報があった時には、緊急会議を開いていじめの情報の迅速な

共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定

と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核としての役割。 
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職 員 会 議 

・情報共有 

・共通理解 

・方針の共有 

  

学年部会等 

 

校内委員会（例） 
 
 
 

 

 

管 理 職 
 
 

 
 

担任等への

指導依頼 

指導結果報告  

学校と警察の連携 

援助 

・生命の危険 

・犯罪行為 等 通報 
 

関係機関への連絡 

・警察 

（スクールサポーター） 
・児童相談所 

・相談機関 等 

学校いじめ対策組織 
 

重大事態発生時 

・緊急性・重大性の判断 

・情報の確認・情報収集 

・対応方針の決定 

・役割分担の明確化 等 

平常時 

・対応マニュアルの作成 

・実態把握（調査）計画 

・校内研修の立案 

・保護者・地域への啓発・連携 

・関係機関との連絡調整 
 

組織 校長・副校長・教頭・主幹教

諭・教務主任・生徒指導主事・学年

主任・特別支援教育コーディネータ

ー・養護教諭・担任他・スクールカ

ウンセラー等 

 

市教委への連絡 

情報 ・速報 

整理 ・情報の更新 

・報告書の提出 
 
 
 

援助 
 
 
 
 
 

重大事態発生 

時には必要に 

応じ弁護士・

精神科医・心

理福祉の専門

家を加える。 

 

 

（平常時）  

 

（重大事態発生時） 
 

一 次 対 応（緊急対応） 

① 被害者の安全確保及び事実確認 

② 加害者及びその周辺の児童生徒への事実

確認 

③ 保護者からの情報収集と事実確認 
 
 

 
二次・三次対応（短期・長期の対応） 

被 害 者 へ の 支 援 担任・関係教員・養護教諭・スクールカウンセラー等 

加 害 者 へ の 指 導 担任・関係教員・生徒指導担当・スクールカウンセラー等 

児童生徒への指導 生徒指導担当・学年主任・各担任 

被害者の保護者への対応 管理職・担任・学年主任・関係教員 

加害者の保護者への対応 管理職・担任・学年主任・関係教員 

関係機関・市教委との連携 管理職 

マスコミへの対応 管理職 
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当該組織は、いじめの防止等の中核となる組織として、的確にいじめの疑いに関す 

る情報が共有でき、共有された情報を基に、組織的に対応できるような体制とすること

が必要である。特に、いじめであるかどうかの判断は、組織的に行うことが必要であり、

当該組織が情報の収集と記録・共有を行う役割を担うため、教職員はささいな兆候や懸

念、児童生徒からの訴えを、抱え込まずに全て当該組織に報告・相談する。加えて、当

該組織に集められた情報は、個別の児童生徒ごとに記録し、複数の教職員が個別に認知

した情報の集約と共有化を図ることが必要である。 

また、各学校の「学校いじめ防止基本方針」の見直しや、各学校で定められたいじめ

の問題への取組が計画通り進んでいるかのチェックやいじめへの対処がうまくいか

なかったケースの検証、必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止等の取

組について、検証を担う役割が期待される。 

各学校においては、生徒指導上の課題に関して、組織的に対応するために「生徒指導

委員会」等の名称で組織を置いている例もあるが、このような既存の組織を活用し、いじ

めの防止等の措置を実効的に行うことも有効であると考えられる。 

 
（３）学校におけるいじめの防止 

いじめはどの学校にも、どのクラスにも、どの子どもにも起こりうるものである。こ

のような誰もが巻き込まれるいじめについては、一部の児童生徒を想定した取組よりも

全員を対象とした取組が必要である。児童生徒が自己存在感や充実感が感じられる授業

づくりや集団づくりが未然防止につながる。 

全ての児童生徒が加害者にならなければ被害者もいなくなると考えると、人間関係の

トラブルを回避し、プレッシャーをはねのけられる児童生徒に育つことが大切であると

ともに、主体的に取り組む共同的な活動を通じて、他者から認められ、他者の役に立っ

ているという「自己有用感」を児童生徒全員が感じ取れることができれば、いじめに向

かう児童生徒は減少する。 

そのためにも、全ての児童生徒を対象に日々の授業や学校生活の中で、児童生徒が「学

校に来るのが楽しい」と感じられるような「魅力ある学校づくり」を進めることが大切

である。 

 
【具体的な取組例】 

① いじめについての共通理解 

いじめの態様や特質、原因、背景、具体的な指導上の留意点などについて、校

内研修や職員会議で周知を図り、平素から全教職員による共通理解を図る。ま

た、児童生徒に対しても、全校集会や学級活動（ホームルーム活動）などで校

長をはじめ教職員が、日常的にいじめの問題について触れ、「いじめは人間とし

て絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に醸成していく。 

その際、いじめの未然防止のための授業（「いじめとは何か。いじめはなぜ許 
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されないのか。」等）を、学校いじめ対策組織の構成員である教職員が実施するな

ど、学校いじめ対策組織の存在及び活動が児童生徒に容易に認識される取組を行

うことが有効である。 

② 学校の教育活動全体を通じた道徳教育や人権教育の充実、読書活動・体験活動

などの推進により、児童生徒の社会性を育むとともに、幅広い社会体験・生活体

験の機会を設け、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、自分の

存在と他人の存在を等しく認め、お互いの人格を尊重する態度を養う。また、児

童生徒が円滑に他者とのコミュニケーションを図る能力を育てる。 

③ 指導に当たっては、発達の段階に応じて、児童生徒がいじめの問題を自分のこ

ととして捉え、考え、議論することにより、正面から向き合うことができるよう、

実践的な取組を行う。また、その際、いじめは重大な人権侵害に当たり、被害者、

加害者及び周囲の児童生徒に大きな傷を残すものであり、決して許されないこ

と、いじめが刑事罰の対象となり得ること、不法行為に該当し損害賠償責任が発

生し得ること等についても、実例（裁判例等）を示しながら、人権を守ることの

重要性やいじめの法律上の扱いを学ぶといった取組を行う。 

④ いじめが生まれる背景には、勉強や人間関係等のストレスが関わっているこ

とを踏まえ、一人ひとりを大切にしたわかりやすい授業づくりや、一人ひとりが

活躍できる場を設定できるよう工夫する。また、ストレスを感じた場合でも、そ

れを他者にぶつけるのではなく、運動・スポーツや趣味などで発散したり、誰か

に相談したりするなどストレスに適切に対処できる力を育む。 

⑤ 学校の教育活動全体を通じ、児童生徒が活躍でき、「他の人と関わることは楽

しい」「役に立てたらうれしい」と感じ取ることができる場や機会を意図的につ

くることや、児童生徒が主体的に取り組む共同的な活動を通して他者から認めら

れ、他者の役に立っているという自己有用感を高められるように努める。また、

自己肯定感を高められるよう、困難な状況を乗り越えるような体験の機会などを

積極的に設ける。 

⑥ 教職員の不適切な認識や言動が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒による

いじめを助長したりすることがないよう、指導の在り方には細心の注意を払う。 

⑦ 「いじめ防止校内委員会」を設置し、児童会や生徒会が中心となり児童生徒自

らがいじめの問題について学び、そうした問題を児童生徒が主体的に考え、いじ

めの防止を訴えるような取組を推進する。 

⑧ インターネットやスマートフォン、携帯電話を利用したいじめへの対処とし

て、児童生徒の発達段階に応じた情報モラル教育を充実する。 

⑨ いじめや不登校問題等の未然防止のために、中学校に入学する児童に関する丁

寧な引き継ぎを行い、不安感を取り除くため、様々な機会を捉えた小中の連携を

推進し、円滑な接続を図る。 
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⑩ 発達障がいを含む、障がいのある児童生徒が関わるいじめについては、教職員

が個々の児童生徒の障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計

画や指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該児童生徒のニーズや特性、専

門家の意見を踏まえた適切な指導及び必要な支援を行うことが必要である。 

⑪ 海外から帰国した児童生徒や外国人の児童生徒、国際結婚の保護者を持つなど

の外国につながる児童生徒は、言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難

を抱える場合も多いことに留意し、それらの差からいじめが行われることがない

よう、教職員、児童生徒、保護者等の外国人児童生徒等に対する理解を促進すると

ともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行う。 

⑫ 性同一性障がいや性的指向・性自認に係る児童生徒に対するいじめを防止す

るため、性同一性障がいや性的指向･性自認について、教職員への正しい理解の

促進や、学校として必要な対応について周知する。 

⑬ 東日本大震災により被災した児童生徒又は原子力発電所事故により避難して

いる児童生徒（以下「被災児童生徒」という。）については、被災児童生徒が受け

た心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理解し、当

該児童生徒に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、被災児童

生徒に対するいじめの未然防止･早期発見に取り組む。 

⑭ 上記の児童生徒を含め、学校として特に配慮が必要な児童生徒については、日

常的に、当該児童生徒の特性を踏まえた適切な支援を行うとともに、保護者との

連携、周囲の児童生徒に対する必要な指導を組織的に行う。 

 

 
 
（４）学校におけるいじめの早期発見 

いじめは大人の目につきにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけあいを装って

行われたりするなど、大人が気付きにくく、判断しにくい形で行われることが多いこと

を教職員は認識し、ささいな兆候であっても、いじめではないかとの疑いを持って、早

い段階から的確な関わりを持ち、いじめを隠したり軽視したりすることなく、いじめを

積極的に認知することが必要である。 

このため、日頃から児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒個々の小

さな変化や学級の状況を捉えるために、教職員の高い意識が重要である。様々な場面、

視点で日常的な観察を行うとともに、他の教職員や保護者、地域等からの情報を収集し、

分析する必要がある。 

また、教員と児童生徒との間で交わされる日記等の活用や、定期的に実施する児童生

徒を対象としたアンケート調査や個人懇談、教育相談等も有効な手段である。更は、保

護者との連携を密にし、家庭で気になる様子を把握すること、地域住民から登下校時や

放課後の様子の情報を寄せてもらえるような体制を構築することも重要である。 
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【具体的な取組例】 

① 日頃から、児童生徒の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童生徒が示す小さ

な変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つとともに、教職員相互

が積極的に児童生徒の情報交換を行い、情報を共有する。 

② 年度当初に計画を立てた１人１台端末等を活用したアンケート調査や教育相

談の実施等によりいじめの実態把握に努めるとともに、それらの結果の検証や

組織的な対処方法について定めておく必要がある。また、校内に意見箱を設置し

たり、日記等を活用したりすることにより、児童生徒が日頃からいじめを訴えや

すい雰囲気をつくる。 

③ アンケート調査や個人面談において、児童生徒自らＳＯＳを発信すること及

びいじめの情報を教職員に報告することは、当該児童生徒にとっては多大な勇

気を要するものであることを教職員は理解しなければならない。これを踏まえ、

学校は児童生徒からの相談に対しては、必ず学校の教職員等が迅速に対応するこ

とを徹底する。 

④ 休み時間や昼休みの校内巡視や放課後の校区内巡視等において、児童生徒が

生活する場にかわったことがないかを確認する。 

⑤ 児童生徒、保護者、教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制を整備

するとともに、相談窓口や相談室等の利用について広く周知する。 

 

※ アンケート調査結果の原票については、児童生徒が当該校に在籍している間

は保管するのが望ましい。 

 
【教職員による日頃の観察】 
 

場   面   ：登下校時、授業中、休み時間、業間休み、清掃時間、給食時間、部活 

動中、学校行事                       等    

視   点   ：顔色、表情、学習態度、言葉遣い、行動、視線、声をかけたときの反

応、友人関係の変化、一人でいることが多くないか、机の上の落書き、

身の回りの持ち物、服装の汚れ、下駄箱                 等 

情報収集の手段：教育相談の記録、欠席、遅刻、早退の状況、休み時間等活動の中での 

観察、他の教職員との情報共有、養護教諭やスクールカウンセラーとの

連携、保護者や地域からの情報                          等 

 

 

（５）学校におけるいじめに対する措置 

いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織で対

応し、被害児童生徒を守り通すとともに加害児童生徒に対しては、当該児童生徒の人格の

成長を旨として、教育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。これらの対応について、

教職員の共通理解、保護者の協力、関係機関・専門機関との連携の下で取り組む。 
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【具体的な取組例】 

１ 学校を挙げた対応 

① いじめの問題については、その件数が多いか、少ないかの問題以上に、これが生じ

た際に、いかに迅速に対応し、その悪化を防止し、真の解決に結びつけることができ

たかが重要となるものであり、いじめの発生等について、きめ細かな状況把握を行

い、適切な対応に努める。 

② 各学校において、校長のリーダーシップの下に、それぞれの教職員の役割分担や

責任の明確化を図るとともに、密接な情報交換により、共通理解を図りつつ、全教職

員が一致協力して、指導に取り組む実効性のある体制を確立する。 

③ 校長、副校長、教頭、生徒指導担当教員等はいじめの訴え等に基づき、学級担任等

の対応を指示したり、情報を伝達したりした場合には、その対応状況等について逐

次報告を受けるなど、その解決に至るまで適切にフォローする。 

④ いじめの発見･通報を受けた教職員は一人で抱え込まず、学校いじめ対策組織に

直ちに情報を共有する。その後は当該組織が中心となり、速やかに関係児童生徒か

ら事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、

校長が責任を持って学校の設置者に報告するとともに被害・加害児童生徒の保護者

に連絡する。なお、いじめに係る情報が教職員に寄せられた時は、教職員は他の業

務に優先して、かつ、即日､当該情報を速やかに学校いじめ対策組織に報告し、学校の

組織的な対応につなげる必要がある。 

⑤ 学校や学校の設置者が、いじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っ

ているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難な場合

において、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるときは、い

じめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校はためらう

ことなく所轄警察署と相談して対処する。なお、児童生徒の生命、身体又は財産

に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切

に援助を求める。 

⑥ いじめは、単に謝罪を持って容易に解消することはできない。いじめが「解消し

ている」状態とは、少なくとも次の２つの要件がある。ただし、これらの要件が満

たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとす

る。 

❍ いじめに係る行為が止んでいること 

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて

行われるものも含む）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当

の期間とは、少なくとも３か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等か

らさらに長期の期間が必要であると判断される場合は、この目安にかかわらず、学

校の設置者又は学校のいじめ対策組織の判断により、より長期の期間を設定するも

のとする。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害･加害児童生徒の様

子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでない場合
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は､改めて、相当の期間を想定して状況を注視する。 

❍ 被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童生徒

がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童生徒

本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確

認する。 

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童生徒を徹底的に守り通

し、その安全･安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においてはいじめ

が解消に至るまで被害児童生徒の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員

の役割分担を含む対処プランを作成し、確実に実行する。 

⑦ 各学校において、いじめの問題についての教職員の共通理解と指導力の向上を図る

ために、全教職員の参加により、事例研究やカウンセリング演習など、実践的な内容を

持った校内研修を積極的に実施する。 

 
 

２ いじめられた児童生徒とその保護者への支援 

① いじめられた児童生徒から、事実関係の聴取を行う。その際、いじめられている児

童生徒にも責任があるという考え方はあってはならず、「あなたが悪いのではない」

ということをはっきりと伝えるなど、自尊感情を高めるよう留意する。 

② 児童生徒の個人情報の取り扱い等、プライバシーには十分留意して以後の対応

を行う。 

③ 事実関係を確認後、家庭訪問等により、確認した内容を保護者に迅速に伝える。

その際、いじめられた児童生徒や保護者に対し、徹底して守り通すことや秘密を守る

ことを伝え、できる限り不安を取り除くとともに、事態の状況に応じて、複数の教職

員の協力の下、当該児童生徒の見守りを行うなど、いじめられた児童生徒の安全を確

保する。 

※電話では済ませない。直接顔を合わせて伝える。家庭訪問等は複数の教職員で行う。 

④ いじめられた児童生徒にとって信頼できる人（親しい友人・教職員・家族・地域の

人）と連携し、いじめられた児童生徒に寄り添い支える体制をつくる。 

⑤ いじめられた児童生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができる

よう必要に応じていじめた児童生徒を別室において指導したり、状況に応じて出

席停止制度を活用したりして、いじめられた児童生徒が落ち着いて教育を受けら

れる環境を確保する。 

⑥ 状況に応じて、スクールカウンセラー、心理や福祉等の外部の専門家の協力を得

る。さらに、必要に応じ被害児童生徒の心的外傷後ストレス障がい（ＰＴＳＤ）等の

いじめによる後遺症へのケアを行う。 

 

３ いじめた児童生徒への指導とその保護者への助言 
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① いじめた児童生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認さ

れた場合、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラー、心

理や福祉等の外部の専門家の協力を得て、組織的にいじめをやめさせ、その再発

防止に努める。 

② いじめた児童生徒が複数いる場合は、同時刻かつ個別に聞き取りを行う。 

③ 事実関係を聴取したら、迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解や納得

を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の協力を

求めるとともに、保護者に対する継続的な助言を行う。 

④ いじめた児童生徒への指導にあたっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は

財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為を自覚させる。 

⑤ いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童生徒の

安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。また、児童生徒の個人情報の取り扱い等、

プライバシーには十分に配慮して以後の対応を行う。 

⑥ 心理的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画に

よる指導のほか、さらに出席停止や警察との連携による措置も含め、毅然とした対応

をする。教育上必要があると認められるときは、学校教育法第１１条の規定に基づ

き、適切に、児童生徒に対して懲戒（※１）を加えることも考えられる。ただし、い

じめには様々な要因があることに鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情にまかせ

て一方的に行うのではなく、教育的配慮に十分留意し、いじめた児童生徒が自らの行

為の悪質性を理解し、健全な人間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行

う。 

 

※１ ここでいう懲戒とは、学校教育法施行規則に定める退学（公立義務教育

諸学校に在籍する学齢児童生徒を除く。）、停学（義務教育諸学校に在籍する学齢児

童生徒を除く。）、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通

常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、

別室指導、起立、宿題、清掃、学級当番の割り当て、文書指導などがある。 

「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」 
 

（通知）：文部科学省より抜粋 

 

 

４ 全ての児童生徒への指導 

① どのような行為がいじめにあたるのかということを、児童生徒に正しく認識させ

る。 

② 「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を一人ひとりの児童生徒に 

徹底させ、たとえ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気

を持つように伝える。また、いじめをはやし立てたり、傍観したりする行為もいじ
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める行為と同様に許されないという認識を持たせる。さらに、いじめの中には犯罪

行為として取り扱われるものもあるという認識も児童生徒に持たせる。 

③ いじめられている児童生徒やいじめを告げたことによって、いじめられるおそ

れがあると考えている児童生徒を徹底して守り通すことを教職員が言葉や態度

で示す。特に、いじめられている場合にはそのことを自分の胸の中に止めて悩み

抜いたりせず、友人、教職員、家族などに、必ず相談すること（自分を傷つけたり死

を選んだりすることは絶対にあってはならないこと）を伝える。 

④ 学校の教育活動全体を通して、お互いを思いやり、尊重し、生命や人権を大切に

する態度を育成し、友情の尊さや信頼の醸成、生きることの素晴らしさや喜び等に

ついて適切に指導する。特に、道徳教育、心の教育を通し、指導の充実を図る。ま

た、奉仕活動、自然体験活動等の体験活動をはじめ、人間関係や生活体験を豊かな

ものとする教育活動を取り入れる。 

⑤ 学級活動や児童会、生徒会活動などの場を活用して、児童生徒自身がいじめの問題

の解決に向け、主体的に取り組む活動の機会を設ける。 

５ インターネット上のいじめへの対応 

① インターネット上の不適切な書き込み等については、被害の拡大を避けるため、

直ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシーの侵害があった場合、プロバ

イダーに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置をとる。また、必要に応じて

法務局又は、地方法務局の協力を求める。 

② 児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに

所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。 

③ パスワード付きサイトやＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）、携帯電

話のメールを利用したいじめなどについては、より大人の目に触れにくく、発見しに

くいため、「GIGA ワークブックなると」等を用いて学校における情報モラル教育を進めると

ともに、これらの使用法については、児童生徒の方が詳しいこともあることから、保

護者に対しても、機会を捉え、仕組み等についての広報・啓発を図る。 

④ 携帯電話やスマートフォン等の利用について、児童生徒が自らルールづくりがで

きるように取組を推進する。 

 

６ 犯罪行為に該当する際の対応 

 校内で問題行為が発生した際、その行為が犯罪行為（触法行為を含む）に該当する

場合については、早期に警察に相談又は通報を行う必要がある。そのため、いじめ

か否かという判断とは別に、行為自体が犯罪行為にあたる可能性を視野にいれて対

応する必要がある。なお、犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校とし

ても、警察への相談･通報を行うことについて、あらかじめ保護者等に対して周知を

行うことが重要である（学校で起こり得る事例については別表参照）。 
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【別表】 

学校で起こり得る事例のうち、犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事

案や重大ないじめ事案として警察への相談又は通報すべき具体例 

  

学校で起こり得る事例の例 該当し得る犯罪 

・ゲームや悪ふざけと称して、繰り返し同級生を殴ったり、

蹴ったりする。 ・無理やりズボンを脱がす。 

暴行 

（刑法第 208条） 

・感情を抑えきれずに、ハサミやカッター等の刃物で同級生

を切りつけてけがをさせる。 

傷害 

（刑法第 204条） 

・断れば危害を加えると脅し、性器や胸･お尻を触る。 不同意わいせつ

（刑法第 176条） 

・断れば危害を加えると脅し、現金を巻き上げる。 

・断れば危害を加えると脅し、オンラインゲームのアイテ

ムを購入させる。 

恐喝 

（刑法第 249条） 

・靴や体操服、教科書等の所持品を盗む。 

・財布から現金を盗む。 

窃盗 

（刑法第 235条） 

・自転車を壊す。                   

・制服をカッターで切り裂く。 

器物損壊等 

（刑法第 261条） 

・度胸試しやゲームと称して、無理やり危険な行為や苦痛

に感じる行為をさせる。 

強要 

（刑法第 223条） 

・本人の裸などが写った写真･動画をインターネット上で

拡散すると脅す。 

脅迫 

（刑法第 222条） 

・特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上に実

名をあげて、身体的特徴を指摘し、気持ち悪い、不細工

などと悪口を書く。 

名誉毀損、侮辱 

（刑法第 230条、

231条） 

・同級生に対して「死ね」と言ってそそのかし、その同級

生が自殺を決意して自殺した。 

自殺関与 

（刑法第 202条） 

・同級生に対して、スマートフォンで自身の性器や下着姿

などの写真･動画を撮影して送るよう指示し、自己のス

マートフォンに送らせる。 

・同級生の裸の写真･動画を友達１人に送信して提供する。 

・同級生の裸の写真･動画をＳＮＳ上のグループに送信し

て多数の者に提供する。 

・友達から送られてきた児童ポルノの写真･動画を、性的好

奇心を満たす目的でスマートフォン等に保存している。 

児童ポルノ提供等 

（児童売春、児童

ポルノに係る行為

等の規制及び処罰

並びに児童の保護

等に関する法律第

７条） 

・元交際相手と別れた腹いせに性的な写真･動画をインター

ネット上に公表する。 

私事性的画像記録

提供（リベンジポ

ルノ）（私事性的画

像記録の提供等に

被害の防止に関す

る法律第３条） 
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（６）地域や家庭との連携 

学校いじめ防止基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対

して、いじめ問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じて家

庭との緊密な連携協力を図る。 

また、いじめの未然防止のために、いじめの起こりにくい学校風土の実現や児童生徒の

悩みに丁寧に対応するためにも、地域や家庭と連携することが重要である。 

 

【具体的な取組例】 

① 開かれた学校づくりを推進し、日頃から学校の教育活動や児童生徒の状況をウ

ェブサイトや学校だより等で発信し、保護者や地域社会からの理解や協力が得ら

れるよう努める。 

② いじめ等に関して学校に寄せられる情報に対し、誠意を持って対応すること。

また、いじめの問題に関し、学校と保護者や地域の代表者との意見交換の機会を

設けたり、講師を招いて研修会を開催したりするなど、地域全体でいじめを許さ

ない雰囲気を醸成していく。さらに、ＰＴＡ会員との連絡協議会の場の確保によ

り、家庭との連携を積極的に図る。 

③ 保護者や地域の学校教育ボランティアによる「読み聞かせ」「料理教室」等、児

童生徒の人間関係を支える活動を推進する。 

④ 児童生徒の成長や人間関係づくりをテーマとする地域への情報提供や話し合

い、児童会、生徒会役員と地域の方々との交流や懇談など、地域連携の推進に積極

的に取り組む。 

⑤ 「地域の子どもは地域で守り育てる」という理念が保護者や地域社会に浸透し、

児童生徒が地域の行事や活動に参加して、人間関係を豊かにできる環境の整備を

進める。 

 

７ いじめの防止等のために家庭や地域での取組 

 

「いじめ防止対策推進法」 

（保護者の責務等） 

第９条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保

護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養う

ための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。  

 

いじめの問題の未然防止・早期発見・早期解決には家庭の力は欠かせないものである。

また、近年、陰湿化、巧妙化、潜在化する傾向にあるいじめの早期発見には、学校や家庭
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だけでなく、地域の見守りも今後ますます重要になると考えられる。そこで、次のような

取組が推進されるよう、家庭や地域に対する広報・啓発に努める。 

 

（１）家庭での取組 

 

【具体的な取組例】 

①  子どもの話に耳を傾け、「認める」、「ほめる」、「しかる」ことを通して、子ども

に決まりを守るなどの「規範意識」を身につけさせるように努める。 

②  ＰＴＡで行う家庭教育学級等に参加しながら、家庭教育の重要性についての理

解を深める。 

③ 子どものささいな変化を見逃さず、困ったり、悩んだりしている様子があれば、 

子どもの話に真剣に耳を傾け、いじめの未然防止や早期発見に努める。その際、事

実関係を冷静に判断し、必要がある場合、学校や専門機関に相談する。 

④  子どものスマートフォンや携帯電話、パソコン等の使用については、保護者の

監督の下、家庭での約束事を決めるとともに、インターネットを通じて行われる

いじめの被害を受けていないか、または、誹謗中傷等の書き込みを行っていない

かなどの確認を定期的に行う。 

⑤  子どもがいじめを受けた場合、その身体の安全を確保するとともに、学校と協

力していじめの解消を図る。 

⑥  子どもがいじめをした場合、その行為をやめさせるとともに、速やかに学校へ

相談する。 

⑦  子どもを通して、いじめの情報を把握した場合（疑いがある場合も含む）、子ど

ものいじめとの関わりを確認するとともに、速やかに学校へ連絡、相談する。 

 

 

（２）地域での取組 

 

【具体的な取組例】 

①  地域と学校が互いに情報を共有したり、それぞれの活動に参加、協力したり

することを通して、常に連携を図るように努める。 

② 地域は、児童生徒の社会性や協調性、規範意識や人を思いやる心を育てるた

め、地域の行事や体験活動への参加を促すなど、様々な交流を通して、児童生徒

同士、又は児童生徒と地域住民との心の結びつきを深める環境づくりを推進す

る。 

③ 地域においていじめ又はいじめと疑われる行為を認めた場合には、当該児童

生徒に声かけ等を行い、学校や教育委員会へ連絡することに努める。 

④  民生委員・児童委員、青少年補導員等は、地域においていじめの発見に積極 
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的に取り組み、いじめ又はいじめと疑われる行為を認めた場合には、学校や教育委員会

へ連絡、相談する。 

 

 

８ 重大事態への対処 

 

※ 重大事態とは（再掲） 

「いじめ防止対策推進法」 第５章 重大事態への対処 

（学校の設置者又はその設置する学校による対処） 

第２８条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態（以

下「重大事態」という。）に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に

資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、

質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にす

るための調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被

害が生じた疑いがあると認めるとき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席すること

を余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

２ 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、

当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大

事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。 

３ 第１項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同

項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支

援を行うものとする。 

 

（１）重大事態の意味について 

「いじめにより」とは、各号に規定する児童生徒の状況に至る要因が当該児童生徒に

対して行われるいじめにあることを意味する。 

また、法第１号の「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける

児童生徒の状況に着目して判断する。 

【例】 

① 児童生徒が自殺を企図した場合 

② 身体に重大な傷害を負った場合 

③ 金品等に重大な被害を被った場合 

④ 精神性の疾患を発症した場合などのケースが想定される。 

 



24  

法第２号の「相当の期間」については、不登校の定義（「児童生徒の問題行動等生徒指導上の

諸問題に関する調査」：文部科学省）を踏まえ、年間３０日を目安とする。ただし、児童生徒が

一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記の目安にかかわらず、学校の設置者又

は学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要である。また、児童生徒や保護者から、

いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの

結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したもの

として報告･調査等に当たる。児童生徒又は保護者からの申立ては、学校が把握していない極め

て重要な情報である可能性があることから、調査をしないまま、いじめの重大事態ではないと

断言できないことに留意する。 

 

（２）学校の設置者（鳴門市教育委員会）又は学校による調査 

① 重大事態の発生と調査 

ア 重大事態の報告 

学校は重大事態が発生した場合は、直ちに市教育委員会に報告し、市教育委員会

を通じてこれを市長へ報告する。 

イ 重大事態の調査の主体と組織 

重大事態の調査は、学校の設置者が主体となって行う場合と、学校が主体となっ

て行う場合が考えられるが、「いじめ防止等のための対策の内容に関する事項」（文部

科学省）によると、「学校の設置者は、重大事態の調査を行う主体や、どのような調

査組織とするかについて判断する。」と示されている。このことから、本市において

は、対象事案に応じて次の区分に基づき、市教育委員会が、調査主体者を判断する。

なお、学校が主体となって調査を行う場合でも、市教育委員会の「鳴門市いじめ問題

等対策委員会」と連携した調査を実施する。 

ａ 学校が主体となって調査を行う場合 

〔対象事案〕 

❍ いじめにより、当該学校に在籍する児童生徒の心身又は財産に重大な被害が

生じた疑いがあると認める場合。 

❍ いじめにより、当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間、学校を欠席する

ことを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 

〔調査組織〕 

学校長は、学校に設置している「学校いじめ対策組織」を母体として、当該重大

事態の性質に応じて適切な専門家を加えるなどして調査を実施する。また、当該調

査の公平性・中立性を確保することが求められることから、当該いじめ事案の関

係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者（第三者）を委員にす

るなどの配慮をすることが重要である。なお、調査等の実施に当たっては、市教育

委員会の「鳴門市いじめ問題等対策委員会」と連携して調査等を行う。専門家等は、

学校独自で加えることが困難であると考えられることから、市教育委員会の「鳴門
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市いじめ問題等対策委員会」から派遣する。 

ｂ 市教育委員会が主体となって調査を行う場合 

 

〔対象事案〕 

従前の経緯や事案の特性、いじめられた児童生徒又は保護者の訴えなどを踏まえ、

学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十

分な結果を得られないと市教育委員会が判断する場合や、学校の教育活動に支障が

生じるおそれがあるような場合、〔調査組織〕市教育委員会に設置している「鳴門

市いじめ問題等対策委員会」により調査する。 

 

ウ 事実関係を明確にするための調査の実施 

法第２８条によれば、「質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に

係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。」と規定されている。 

「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ

（いつ頃からか）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背

景や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように

対応したかなどの事実関係を可能な限り明確にする。 

ａ いじめられた児童生徒から聴き取りが可能な場合 

❍ いじめられた児童生徒から十分に聴き取りを行うとともに、在籍児童生徒や

教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査を行う。この際、いじめられた児童

生徒や情報を提供してくれた児童生徒を守ることを最優先する。 

❍ 調査による事実関係の確認とともに、いじめた児童生徒への指導を行い、い

じめ行為を止める。 

❍ いじめられた児童生徒に対しては、事情や心情を聴取し、いじめられた児童

生徒の状況に合わせた継続的なケアを行い、落ち着いた学校生活復帰の支援や

学習支援等を行う。 

❍ これらの調査を行うに当たっては、「学校における『いじめの防止』、『早期発見』、

『いじめに対する措置』のポイント」（文部科学省）を参考にする。 

ｂ いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能な場合 

❍ 児童生徒の入院や死亡など、いじめられた児童生徒からの聴き取りが不可能

な場合は、当該児童生徒の保護者の要望・意見を十分に聴取し、迅速に当該保

護者に今後の調査について協議し、調査に着手する。調査の方法としては、在

籍児童生徒や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査などを行う。 

〔自殺の背景調査における留意事項〕 

児童生徒の自殺という事態が起こった場合の調査の在り方については、その

後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施することが必要である。
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この調査においては、亡くなった児童生徒の尊厳を保持しつつ、その死に至っ

た経過を検証し再発防止策を講ずることを目指し、遺族の気持ちに十分配慮し

ながら行う。 

 

いじめがその要因として疑われる場合の背景調査については、法第２８条第１項に定める

調査に相当することとなり、その在り方については、以下の事項に留意のうえ、「子供の自殺

が起きたときの背景調査の指針」（改訂版）（平成２６年７月文部科学省･児童生徒の自殺予

防に関する調査研究協力者会議）を参考とするものとする。 

 

① 背景調査に当たり、遺族が、当該児童生徒を最も身近に知り、また、背景調査につい

て切実な心情を持つことを認識し、その要望・意見を十分に聴き取るとともに、できる

限りの配慮と説明を行う。 

② 在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を行う。 

③ 死亡した児童生徒が置かれていた状況として、いじめの疑いがあることを踏まえ、

学校の設置者又は学校は、遺族に対して主体的に、在校生へのアンケート調査や一斉聴

き取り調査を含む詳しい調査の実施を提案する。 

④ 詳しい調査を行うに当たり、学校の設置者又は学校は、遺族に対して、調査の目的・

目標、調査を行う組織の構成等、調査の概ねの期間や方法、入手した資料の取り扱い、

遺族に対する説明の在り方や調査結果の公表に関する指針などについて、できる限

り、遺族と合意しておく。 

⑤ 調査を行う組織については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家で

あるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の専門的知識及び経験

を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関

係を有する者でない者（第三者）について、参加を図ることにより、当該調査の公平性・

中立性を確保する。 

⑥ 背景調査においては、自殺が起きた後の時間経過等に伴う制約の下で、できる限り、

偏りのない資料や情報を多く収集しそれらの信頼性の吟味を含めて、客観的に、特定

の資料や情報にのみ依拠することなく総合的に分析評価を行うよう努める。 

⑦ 客観的な事実関係の調査を迅速に進めることが必要であり、それらの事実の影響

についての分析評価については、専門的知識及び経験を有する者の援助を求めるこ

とが必要であることに留意する。 

⑧ 学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、情報の提供について必要な

指導及び支援を行うこととされており、学校の設置者の適切な対応が求められる 

⑨ 情報発信・報道対応については、プライバシーへの配慮のうえ、報道対応担当者を

決め、正確で誠意ある一貫した対応を行う。事例発生（認知）直後、十分な情報が得

られていない段階でトラブルや不適切な対応がなかったと決めつけないよう留意す

る。なお、亡くなった児童生徒の尊厳の保持や、子どもの自殺の連鎖（後追い）の可

能性があることなどを踏まえ、報道の在り方に特別の注意が必要であり、WHO（世界

保健機関）による自殺報道への提言を参考にする必要がある。 
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エ その他の留意事項 

「いじめ防止対策推進法」 

（いじめに対する措置） 

第２３条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者

及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめ

の事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校へ

の通報その他の適切な措置をとるものとする。 

２ 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等が

いじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有

無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告

するものとする。 ３～６（略） 

 

 

いじめ防止対策推進法第２３条第２項においても、いじめの事実の有無の確認を行うため

の措置を講ずるとされ、学校において、いじめの事実の有無の確認のための措置を講じた結果、重

大事態であると判断した場合も想定されるが、それのみでは重大事態の全貌の事実関係が明確

にされたとは限らず、未だその一部が解明されたにすぎない場合もあり得ることから、法第２

８条第１項の「重大事態に係る事実関係を明確にするための調査」として、法第２８条第２項で行

った調査資料の再分析や、必要に応じて新たな調査を行うものとする。 

ただし、法第２３条第２項による調査にて事実関係の全貌が十分に明確にされたと判断で

きる場合は、この限りではない。また、事案の重大性を踏まえ、市教育委員会の積極的な支援が

必要となる場合がある。 

例えば、特に市教育委員会においては、義務教育段階の児童生徒に関して、出席 停止措置の

活用や、いじめられた児童生徒又はその保護者が希望する場合には、就学校の指定の変更や区域

外就学等の弾力的な対応を検討することも必要である。 

また、重大事態が発生した場合に、関係のあった児童生徒が深く傷つき、学校全体の児童生徒

や保護者、地域にも不安や動揺が広がったり、時には事実に基づかない風評等が流されたりする

場合もある。学校の設置者及び学校は、児童生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活

を取り戻すための支援に努めるとともに、精神科医や心理、福祉の専門家による十分なフォロ

ーにより、被害児童生徒や加害児童生徒、双方の保護者の間に遺恨を残したり、不利益が生じた

りしないよう配慮する必要がある。 

 

② 調査の結果の提供及び報告 

ア いじめを受けた児童生徒及びその保護者に対する情報提供（法第２８条第２項） 

市教育委員会又は学校は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して事実関係等その

他の必要な情報を提供することを踏まえ、調査により明らかになった事実関係（いじめ行

為がいつ、誰から行われ、どのような態様であったか、学校がどのように対応したか）につ
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いて、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して説明する。この情報提供については、

適時・適切な方法で、経過報告であることが望ましい。 

これらの情報の提供に当たっては、市教育委員会又は学校は、他の児童生徒のプライバ

シーに配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。ただし、いたずら

に個人情報保護を楯に説明を怠ることがあってはならない。 

質問紙調査の実施により得られたアンケートについては、いじめられた児童生徒又はそ

の保護者に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調

査対象となる在校生やその保護者に説明するなどの措置が必要であることに留意する。ま

た、学校が調査を行う場合においては、市教育委員会は、情報の提供の内容・方法・時期な

どについて必要な指導及び支援について適切に対応する。 

イ 調査結果の報告調査結果は、市長に報告する。報告の結果を踏まえて、いじめを受けた児童

生徒又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童生徒又はその保護者の所

見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて市長等に送付する。 

 

３）調査の結果報告を受けた市長による再調査及び措置 

① 再調査 
 
 

「いじめ防止対策推進法」 

（公立の学校に係る対処）

第３０条 

２ 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該報告に係る重大事態

への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると

認めるときは、附属機関を設けて調査を行う等の方法により、第２８条第１項の

規定による調査の結果について調査を行うことができる。 

３ 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったときは、その結果を議会

に報告しなければならない。 

 

 学校又は市教育委員会の「鳴門市いじめ問題等対策委員会」が行った調査の結果を受けた

市長は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のた

め必要があると認めるときは、法第２８条第１項の規定による調査の結果について調査（以

下「再調査」という。）を行うことができる。 

この再調査に当たっては、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等の専門的な知

識や経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関

係を有しない者（第三者）により行い当該再調査の公平性・中立性を図るように努めるものとす

る。 

 

② 再調査の結果を踏まえた措置等 

再調査を行ったとき、市長はその結果を市議会に報告する。市議会へ報告する内容については、
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個人のプライバシーに対して配慮し行う。 

 

９ その他の留意事項 

市は、本市の状況や県及び国の「いじめ防止等のための基本的な方針」の変更等を勘案して、

本方針の見直しを検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ず

る。 

また、各学校の「学校いじめ防止基本方針」の見直しや、各学校で定めたいじめ防止への取組

が計画通りに進んでいるかのチェックやいじめへの対処がうまくいかなかったケースの検

証、必要に応じた計画の見直しなど、各学校のいじめの防止等の取組についてＰＤＣＡサイクル

による検証を行う。 

 

 

 

令和７年１２月改定
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